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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年６月６日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月２９日 １１時２５分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市本
ほん

島南西方沖（備讃瀬戸北航路） 

 牛島灯標から真方位２６０°１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２１.８′ 東経１３３°４５.２′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船東隆
とうりゅう

丸は、西南西進中、また、漁船新栄
しんえい

丸

は、東北東進中、両船が衝突した。 

新栄丸は、乗組員２人が負傷し、左舷船首部外板の破口等を生じ、

また、東隆丸は、球状船首部等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 東隆丸、１９８トン  

１４１４４２、東央海運株式会社（Ａ社） 

４２.５７ｍ×７.６０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２３年１月 

Ｂ 漁船 新栄丸、１.９トン 

ＫＡ３－２８２５６（漁船登録番号）、個人所有 

７.９５ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、８０.９０kＷ、平成５年９月２８日 

第２７１－２７０４６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５５年８月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１１月１１日 

    免状有効期間満了日 平成３２年２月７日 

航海士Ａ 男性 ５６歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２２年７月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日  平成２７年４月３０日 

免状有効期間満了日 平成３２年７月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月２９日 

    免許証交付日 平成２６年８月２７日 

（平成３２年５月１９日まで有効） 

  甲板員Ｂ 女性 ７１歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部及び左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破口、右舷船首部及び船尾部ブルワークに亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約２～３m/s、視程 約４～

５Ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 西流約１.５ノ

ット（kn）（備讃瀬戸） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、平成２９年８月

２９日０９時２０分ごろ空船で山口県徳山下松港に向けて岡山県岡山

市岡山港を出港した。 

Ａ船は、０９時４５分ごろ航海士Ａが船長Ａから引き継いで単独の

船橋当直につき、備讃瀬戸東航路第１号灯浮標（以下、灯浮標につい

ては、「備讃瀬戸」を省略する。）西方沖で備讃瀬戸東航路に入航し、

同航路を自動操舵により西南西進した。 

Ａ船は、１１時０５分ごろ備讃瀬戸北航路に入航し、航海士Ａがレ

ーダーを２Ｍレンジでコースアップとして表示させて西進した。 

航海士Ａは、１１時１０分ごろ瀬戸大橋西方沖を約１２.３kn の速

力（対地速力、以下同じ。）で航行中、‘Ａ船より速力が速い同航船’

（以下「Ｃ船」という。）が左舷船尾方至近にいるのを目視で認め

た。 

Ａ船は、１１時１５分ごろ航海士Ａが、Ｃ船がＡ船を追い越したの

を認めたので、針路をやや左方に転じ、北航路第９号灯浮標を船首目

標として西南西進した。 

航海士Ａは、１１時２０分ごろ約１２.３Kn の速力で航行中、レー

ダーでＡ船の右舷船尾方約１.５Ｍ付近に後続する‘Ａ船とほぼ同じ

速力の同航船’（以下「Ｄ船」という。）を探知し、１１時２２分ごろ

北航路第９号灯浮標付近で針路設定ダイヤルを回して針路を僅かに右

に転じ、予定針路線に沿って真方位２４５°の針路とした。 

Ａ船は、１１時２５分ごろ同じ針路、約１２.３kn の速力とし、本

島南西方沖をＣ船が左舷船首方を先航する状況で航行した。 

Ａ船は、１５時３０分ごろ愛知県今治市伯方
は か た

島南東方沖を航行中、

海上保安庁から電話で漁船と衝突したのではないかとの問合せを受

け、同庁からの停船指示により１７時３０分ごろ巡視船による船体調
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査を受け、その後１８時１０分ごろ徳山下松港に向かった。 

船長Ａ及び航海士Ａは、３０日徳山下松港で海上保安庁によるＡ船

の船体調査を受け、球状船首端から左舷船首部外板に擦過傷と、白色

の塗料が付着していることが確認され、後日塗料鑑定等の結果、Ｂ船

と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、きす
．．

の刺し網漁の目的

で、２９日１０時１０分ごろ丸亀市牛島西方沖の漁場に向けて丸亀市

本島港を出港した。 

 Ｂ船は、１０時１５分ごろ漁場に到着し、刺し網を流した後、揚網

ローラを使用して前部甲板上に漁獲物を取り込んで刺し網を全て揚

げ、本島港に帰港することとし、１１時００分ごろ漁場を出発した。 

 船長Ｂは、備讃瀬戸北航路を本島南西岸の黒鼻に向けて約１kn の速

力で操舵室前面にある舵輪で手動操舵によって時折針路を修正し、緩

やかに右転しながら東北東進中、甲板員Ｂと共に前部甲板で漁獲物の

整理をしながら、甲板洗浄用のポンプを始動させ、ホースで同甲板の

水洗いを行い、甲板員Ｂがクーラーボックスの氷を取りに後部甲板に

向かった。 

船長Ｂは、１１時２５分ごろ、衝撃を受けて転倒し、右側胸部を強

打した後、周囲を見ると西方に向かうＡ船が見えたので、Ａ船と衝突

したことを知った。 

甲板員Ｂは、衝突の衝撃で転倒して後頭部を強打した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船を追い掛けようとＢ船を反転させたもの

の、甲板員Ｂが後部甲板で倒れて負傷しているのを認めたので、すぐ

に本島港に向かった。 

 船長Ｂは、本島港に帰港したのち、１１時５０分ごろ甲板員Ｂを自

宅に連れて帰り、１４時００分ごろ所属する漁業協同組合担当者を通

じて海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

甲板員Ｂ及び船長Ｂは、後日、共に診療所で診察を受け、甲板員Ｂ

が全治約２週間の後頭部裂傷及び右腸骨部打撲と、船長Ｂが全治約７

日間の右側胸部打撲とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、付表１ Ｃ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｄ船のＡＩＳ記

録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ａ船の船橋からの

見通し状況、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、平成２４年Ａ社に入社し、Ａ船の航海士として乗船し

備讃瀬戸北航路の通航経験が幾度もあった。 

航海士Ａは、Ａ船が愛媛県上
かみ

島
じま

町高井
た か い

神
かみ

島北方沖で西進する予定で

あったが、右舷船尾方のＤ船に気を取られ、また、左舷船首方にＡ船

の左舷側を追い越したＣ船がいたので、Ｃ船の陰にＢ船が入った状態

となったことにより、左舷船首方の見張りが十分でなかったと本事故
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後に思った。 

船長Ｂは、漁場から帰港する際、ふだん輻輳しているときよりも備

讃瀬戸北航路の西航船がいなかったので、前部甲板で作業を行ってい

て前方を見ていなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、Ｃ船が左舷船首方を同航する状況下、備讃瀬戸北航路を西

南西進中、航海士Ａが、右舷船尾方のＤ船に注意を向け、左舷船首方

の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船の陰から現れたＢ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、備讃瀬戸北航路を東北東進中、船長Ｂが、ふだん輻輳して

いるときよりも同航路の西航船がいなかったので、前部甲板で作業を

行っていて前方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突す

るおそれのある状態で航行していることに気付かず、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、備讃瀬戸北航路において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が東

北東進中、航海士Ａが、右舷船尾方のＤ船に注意を向け、左舷船首方

の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、前部甲板で作業を

行っていて前方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航路に沿わないで航行する場合は、ふだんより注意して見張りを

行うこと。 

・航路を航行中は、船舶の輻輳状況にかかわらず、自船の周囲にい

る同航船の陰となっている漁船等がいる場合があるので、常時、

目視及びレーダーによる見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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付表１ Ｃ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

11:09:46 034-22-40.7 133-49-03.9 259.2 257 15.2 

11:10:05 034-22-39.8 133-48-58.5 258.1 257 15.2 

11:11:05 034-22-37.0 133-48-40.6 259.1 258 15.0 

11:12:05 034-22-34.0 133-48-23.2 257.3 258 14.8 

11:13:05 034-22-30.8 133-48-05.7 257.4 256 14.9 

11:14:05 034-22-27.7 133-47-48.1 257.2 258 14.8 

11:15:05 034-22-24.6 133-47-30.8 259.3 258 14.5 

11:16:05 034-22-21.5 133-47-13.6 258.2 257 14.5 

11:17:04 034-22-18.7 133-46-56.7 258.3 258 14.4 

11:18:10 034-22-14.3 133-46-38.5 246.7 244 14.2 

11:19:04 034-22-08.8 133-46-24.3 244.7 244 14.5 

11:20:04 034-22-02.6 133-46-08.5 244.1 245 14.6 

11:21:04 034-21-56.5 133-45-52.4 246.5 247 14.7 

11:22:04 034-21-51.1 133-45-35.7 249.4 249 14.9 

11:23:05 034-21-46.0 133-45-18.6 252.4 249 14.6 

11:24:05 034-21-41.2 133-45-02.3 250.6 249 14.1 

11:24:59 034-21-36.9 133-44-48.0 249.5 247 14.1 

11:26:05 034-21-31.4 133-44-30.6 249.9 249 14.0 

11:27:05 034-21-26.4 133-44-14.7 248.6 247 14.0 

11:28:23 034-21-20.0 133-43-53.9 250.3 247 14.2 

11:29:10 034-21-15.8 133-43-41.2 248.2 247 14.2 

11:30:04 034-21-11.2 133-43-27.0 248.3 247 14.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 
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付表２ Ｄ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

11:16:15 034-22-46.3 133-49-05.2 263.2 257 13.5 

11:17:05 034-22-44.7 133-48-52.5 261.3 258 12.3 

11:18:16 034-22-43.1 133-48-35.0 264.7 261 12.4 

11:19:16 034-22-42.0 133-48-19.5 264.9 261 13.1 

11:20:05 034-22-41.1 133-48-06.8 264.9 260 13.3 

11:21:05 034-22-39.9 133-47-51.1 264.4 261 12.8 

11:22:05 034-22-38.5 133-47-35.9 261.2 259 12.7 

11:23:02 034-22-35.7 133-47-21.4 248.3 242 13.1 

11:24:05 034-22-30.1 133-47-06.7 244.8 241 12.7 

11:25:25 034-22-23.0 133-46-48.2 244.5 241 12.5 

11:26:05 034-22-19.4 133-46-39.1 244.5 241 12.5 

11:27:05 034-22-14.3 133-46-26.3 243.9 241 12.6 

11:27:56 034-22-08.9 133-46-14.0 243.9 241 13.0 

11:28:56 034-22-03.1 133-46-00.0 242.4 241 13.2 

11:29:05 034-22-02.1 133-45-57.6 244.4 241 13.3 

11:30:15 034-21-55.7 133-45-40.9 246.8 242 13.4 

11:31:06 034-21-51.4 133-45-28.7 246.6 243 12.9 

11:31:45 034-21-48.1 133-45-19.3 246.8 242 13.1 

11:33:06 034-21-41.9 133-45-00.0 256.1 250 12.2 

11:34:06 034-21-38.9 133-44-45.7 256.2 252 12.4 

11:35:06 034-21-36.0 133-44-31.2 255.7 249 12.3 

11:36:06 034-21-32.6 133-44-17.1 253.6 248 12.3 

11:37:05 034-21-28.8 133-44-03.5 251.4 247 12.3 

11:38:05 034-21-24.6 133-43-49.3 248.7 246 12.3 

11:39:16 034-21-19.4 133-43-32.8 249.6 245 12.4 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 
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写真１ Ａ船の損傷状況      写真２ Ａ船の船橋からの見通し状況 

  

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 


